
西条市債権管理計画
（令和４年度～令和６年度）

令和４年９月策定
令和５年８月一部修正

徴収課



○ 債権の性質別

Ｒ Ｒ Ｒ

○ 強制徴収公債権

Ｒ Ｒ Ｒ

法人市民税 10,401,462 3,958,862 3,996,428 37,566

合　　計 937,762,127 827,501,916

R3とR4の比較
個人市民税 77,182,382 65,441,998 62,669,535 △ 2,772,463

4
債権名

収入未済額の内訳
2 3 年度分年度分年度分

固定資産税

759,498,978 △ 68,002,938

単位：円

１　策定の目的

　この計画は、全庁を挙げて債権管理の適正化を図り、市民負担の公平性及び行財政の健全性
を確保することを目的とする。
　債権を保有する各所管課においては、西条市債権管理条例に基づいた適切な債権管理を行う
とともに、本計画における設定目標の達成に向けて各種取組を実施することとする。

R3とR4の比較
強制徴収公債権 822,000,448 733,309,443 686,556,735 △ 46,752,708

4

２　計画期間

　令和４年度から令和６年度までの３か年

３　現状 ※収入未済額が昨年度より増大した債権は網掛けしている。

　令和４年度決算において、本市の収入未済額の合計は約７億５千万円であり、前年度に比べ
て約７千万円の減少となっている。収入未済額は減少傾向にあり、債権管理対策室(現在の徴収
課債権管理係)が設置される前年度（平成２７年度）と比較し、約７億７千万円以上減少してい
る。

単位：円

債権名
収入未済額の内訳

2 3 年度分年度分 年度分

非強制徴収公債権 9,317,128 4,100,849 4,532,187 431,338
私債権 106,444,551 90,091,624 68,410,056 △ 21,681,568

268,835,583 231,064,474 225,648,049 △ 5,416,425
軽自動車税 17,474,422 15,773,500 14,848,211 △ 925,289
国民健康保険税 223,176,969 202,664,184 184,852,744 △ 17,811,440

介護給付費・訓練等給付費返
還金

19,849,026 18,691,616 12,261,616 △ 6,430,000

生活保護法第63条による返還
金、同法第78条による徴収金
※１

17,407,412 16,110,478 15,163,772 △ 946,706

介護保険料 22,291,675 17,546,412 16,374,377 △ 1,172,035

下水道分担金・負担金 2,082,300 2,341,900 1,365,700 △ 976,200

後期高齢者医療保険料 3,594,493 4,184,576 4,532,461 347,885
保育所保育料 9,406,552 3,506,081 1,291,372 △ 2,214,709

※１　H30.10.1以降発生した第63条返還金、H26.7.1以降発生した第78条徴収金は強制徴収公債権である。

下水道使用料 150,298,172 152,025,362 143,552,470 △ 8,472,892

合　　計 822,000,448 733,309,443 686,556,735 △ 46,752,708
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○ 非強制徴収公債権

Ｒ Ｒ Ｒ

○私債権

Ｒ Ｒ Ｒ

単位：円

76,600 12,160 △ 64,440
児童扶養手当返納金 0 0

R3とR4の比較

△ 42,250

797,830 797,830

4,190,000 4,106,000 △ 84,000

年度分4
債権名

収入未済額の内訳
2 3

災害援護資金貸付金回収金 4,988,200

市営住宅等使用料(H17～27分) 5,541,016 1,228,168

※２　H30.9.30以前に発生した第63条返還金、H26.6.30以前に発生した第78条徴収金は非強制徴収公債権である。

1,118,468 △ 109,700
農業集落排水事業使用料

合　　計 9,317,128 4,100,849 4,532,187 431,338
その他 102,778

135,940 107,550 18,260 △ 89,290

0 602,574

年度分年度分

放課後児童健全育成事業費徴収金 647,100

損害賠償金（住宅係）

1,284,083 1,141,627
644,650 602,400

第三者納付金等 1,475,599

水道料金 8,733,628 7,001,740 8,004,877 1,003,137

高校奨学金貸付金回収金 130,000 247,000 325,000

特別復興資金貸付金回収金 629,000 624,000 589,000 △ 35,000

R3とR4の比較4

単位：円

債権名
収入未済額の内訳

2 3年度分 年度分 年度分

生活保護法第63条による返還
金、同法第78条による徴収金
※2

2,627,514 2,151,752 2,141,752 △ 10,000

コミュニティプラント事業使
用料※平成28年度発生分から下水道使
用料に移行

96,090 43,440 4,340 △ 39,100

療養給付費返納金等 813,790 493,339 439,377 △ 53,962

その他 8,144,178 544,160 775,160 231,000
合　　計 106,444,551 90,091,624 68,410,056 △ 21,681,568

2,305,0002,582,0002,092,000大学奨学金貸付金回収金

△ 142,456

市営住宅等使用料(H16以前＋H28～) 21,056,966 22,810,354 23,096,519 286,165

住宅新築資金等貸付金回収金 58,547,880 50,163,637 26,861,899 △ 23,301,738

602,574
78,000

△ 277,000

0
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（２）全庁が一体となった取組の推進

　歳入は自治体財政の根幹を支えるものであり、管理責任を持つ各債権所管課は、常に
適正に債権を管理できる体制を整備し、全庁として、統一的かつ適正な債権管理を実施
する。

　徴収課債権管理係は、複雑な滞納処分や強制執行等の専門知識が必要とされる事案、
複数の債権にまたがる滞納事案など、債権所管課が単独で対応することが困難な状況等
において、随時指導や助言を行うとともに、移管を受けて滞納債権の整理を行い、連携
して滞納事案への対処を行う。
　また、移管案件の対応等を通じて得た情報を債権所管課に還元すること、研修会を実
施すること等により、全庁的に職員の対応力向上を図っていく。

４　債権管理における基本的な考え方と具体的な取組

（１）債権の適切な管理

　本市は、債権の発生から消滅に至るまでの全段階において、法令に基づく適切な債権
管理を徹底することを基本姿勢とする。また滞納が長期高額になるほど回収は困難とな
り、管理コストも増大することから、滞納の予防および滞納発生時の早期対応を強化し
ていく。

ア．回収を意識した管理体制の構築
滞納が発生しにくく、滞納発生時に適切な対応ができる体制を構築するため、制度
や組織体制を適時見直す。

イ．納期内納付の推進
納期は守るものという意識付けを内外に徹底する。口座振替納付およびコンビニ・
スマホ収納（令和2年4月導入）の利用を推進する。

カ．法的措置の実施
必要に応じて、差押えや訴訟の提起など法的措置を実施する。

キ．回収見込みがない債権の整理

滞納発生時は、法令に基づき遅滞なく督促状を送達する。督促後も滞納が続く場合
は適切に催告を行う。

エ．時効の管理

適正な徴収努力を行ったにもかかわらず回収が見込めない債権については、執行停
止、徴収停止、債権放棄等を実施した上で、適切に不納欠損処理する。

時効期限を把握し、必要に応じて時効の更新措置を講じ、債権保全に努める。

オ．各種調査の実施
各債権が持つ権限にもとづき、滞納者の保有財産等の各種調査を実施する。

ウ．督促、催告
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【強制徴収公債権】

【非強制徴収公債権】

-

過年度 - - - - - - - - 17.70

全　体 - - 74.43 17.70

現年度

※令和４年度実績徴収率に目標未達成が有る場合、当該目標、実績および次年度以後の目標に網掛けしている。

過年度 12.50 20.93 25.54 23.67 22.97 18.41 24.50 23.57 24.50

全　体 74.75 82.85 88.51 88.90 89.15

99.94
67.49
99.72
99.45
26.55
97.21

R3年度
99.47
39.64
98.48

施設管理
課

市営住宅等使用料
（H17年度からH27年度分
は非強制徴収公債権）

3.78

- -

89.79 89.50

96.89

-

96.98 98.00 96.89
22.89
89.25

- - -

89.09 89.50
- - - 74.43

98.00

95.92

77.50

82.16
77.51
81.33

R3年度

99.64

99.33

16.34

99.57
47.69

46.00

47.25

82.83

22.38

99.60

55.68 47.25

46.00

R4年度

40.00

16.34 10.00

Ｈ28年度

5.00

24.64

3.64

R2年度

35.36

12.53

14.43

99.57

91.03

98.67

90.47 90.94

55.68

Ｈ29年度 Ｈ30年度

37.92

25.25
93.42

98.80

0.63 4.70

99.21

実績

4.70

100.00

Ｈ27年度

97.38 97.3497.56

子育て支
援課

児童扶養手当返納金

過年度 3.27 3.38 2.49 1.52

21.91 29.97

94.00

全　体 19.80 15.00 1.46

全　体

97.41

83.98

98.73

39.21
90.01

-

90.00

0.46 1.00

34.40

R1年度

98.80

81.00 82.40

14.17

60.92

3.64

99.39
35.70

99.68

26.25

88.29

98.60

90.30

87.10

99.58

99.66

98.07 97.00

33.30
98.70

80.46

５　徴収率の実績と目標

法人市民税

99.25

96.36全　体 94.89 95.40 95.92 96.90 97.33 96.90
過年度 21.68 25.79 25.56 25.85 14.8423.16

99.98 99.95

過年度 31.25

99.47 99.15

過年度

目標
Ｈ29年度

99.25

※令和４年度決算における収入未済額が50万円以上の債権を掲載している。

単位：％

Ｈ30年度 R4～6年度

実績

22.67

39.2230.33 31.68 34.00 34.55

24.90
99.85

96.95 95.15

97.91
28.78 30.67 32.12 31.50

94.32
93.15

94.40

98.93 99.19
37.00

97.90 98.63 97.50

34.80

99.08

実績
R2年度

99.86

95.82

38.60
現年度 99.29

44.4533.39 34.74 37.00

32.80

現年度 98.67

98.25

99.7199.55 99.70
99.25

R1年度

30.39
99.64

97.08

34.36

99.9299.9899.88

Ｈ27年度 Ｈ28年度

99.13
36.49

R4年度

現年度

98.92

99.54

31.03

長寿介護
課

介護保険料
現年度 98.96 99.03 99.17

61.40 60.28 91.66

94.11

所管部署 債権名
目標

99.15

97.25全　体 95.11 96.15 96.73 97.50

87.10

99.33

99.95

99.39

40.00

固定資産税

84.62

24.64

37.00

現年度 -

99.59
98.98 99.06

37.00

過年度

全　体

86.10全　体
- -

25.85

34.8032.68

35.70
95.1192.96

96.90
98.63

-

全　体 99.38

現年度

過年度

26.49

94.40 96.37
31.50
97.95

-

26.98

-
82.00

徴収課

個人市民税

99.00

81.89

92.92 91.46 90.21

99.00

99.31

36.08 10.70

99.42
40.58
98.27
99.41
19.84
99.10
99.04
18.85

94.00

全　体 97.69 97.18 97.50

82.00

- -
8.34

99.45

19.82 40.00

5.98

37.79

98.88 98.45

52.94 69.58 67.98 58.97

96.78 98.16 97.37

99.52

42.76

99.63

90.00

49.32 40.00

11.68 10.00

62.91

99.07
99.67
76.46

9.22

99.59
99.63

93.67 94.59

99.74

27.37

3.78
2.49 1.52

97.15

44.34
98.13 98.14 98.42

3.27 3.38

全　体

過年度

過年度 59.54

98.87

過年度 65.37

98.40
97.74

現年度 99.62 99.58 99.69

全　体
60.11 69.96

98.35
45.31

国民健康保険税

介護給付費・訓
練等給付費返還
金

軽自動車税
現年度 97.84 97.38 97.68 97.95

95.1595.12

60.11

40.00

75.00
82.8382.74

78.1627.76

93.81

8.34 34.40 14.57
14.57

19.80

過年度 40.84 42.90 41.75

97.06

全　体

過年度 25.69 85.74

27.37

91.61
77.00

目標

83.98

51.30
95.68
97.27
53.77
94.67

96.80
97.00

97.30

5.98

98.75

60.28

過年度

100.00

下水道業
務課

下水道使用料
現年度

下水道分担金・
負担金

保育・幼
稚園課

保育所保育料

99.38 99.37 99.40

所管部署 債権名

現年度

国保医療
課

後期高齢者医療
保険料

99.66
83.13

社会福祉
課

生活保護法第63条に
よる返還金、78条に
よる徴収金（非強制
徴収公債権分）

99.46 99.4599.64
99.42

現年度 67.02 61.40

54.30
95.08
81.67

9.22

全　体

90.00

単位：％

全　体 89.58

過年度 0.63

91.66

40.77

実績

現年度 97.09 96.76

現年度 -

社会福祉
課

※社会福祉課「生活保護法第63条による返還金、78条による徴収金」は、「H30.9.30以前に発生した第63条返還金、H26.6.30以前に発生した第78条徴収金」を
非強制徴収公債権に、「H30.10.1以降発生した第63条返還金、H26.7.1以降発生した第78条徴収金」は強制徴収公債権に分類し、R2年度決算分より分けて記載
し、R1年度までの実績徴収率は強制・非強制の合計を表示している。

生活保護法第63条に
よる返還金、78条に
よる徴収金（強制徴
収公債権分）

現年度 67.02

-

- - - -

99.70

66.65
98.23
96.81
39.87
93.62

18.11

26.48

82.00

81.00

97.50
75.11

40.00

目標
R4～6年度

98.81
28.87
96.09
96.58
35.14

95.68
96.50

3.00

99.60

90.00

94.47

51.21
99.60

99.72

72.60

90.67
-

5.83
5.83

89.79

17.25
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【私債権】

98.00

1.40

-

49.98
98.46

R4～6年度Ｈ29年度

施設管理
課

施設管理
課（住宅

係）

※右端の目標徴収率は、令和６年度までに達成すべき徴収率とし、収納実績等の状況を反映して毎年見直しを行う。

目標

24.50

64.72

99.30
36.12
97.89

所管部署 債権名

-

-
89.15

99.52
58.51
99.11

-
1.40

2.00
2.00
2.00

単位：％

-
16.00
16.00

R3年度
実績

R2年度Ｈ30年度

実績

-

過年度
-

6.96
1.74 6.96

-
3.85

全　体

-
災害援護資金貸
付金回収金

-

水道業務
課

水道料金

-

99.29 99.34現年度

96.82

現年度

96.89市営住宅等使用料
※平成16年度以前とH28
年度以降分は私債権

98.50

89.50

97.25

88.51

97.09
22.89

96.55全　体

99.38

98.35

1.88

過年度 - 37.20

99.17

99.3599.37

98.72 98.90

R4年度

2.09
2.09

-

Ｈ27年度 Ｈ28年度

7.311.74

98.60

99.22

5.61

22.97
97.34

20.00

-
2.10
2.10

98.52

99.03
76.00
99.17

-
0.79
0.79

-

89.25

50.46
-

1.59

1.59

99.00

1.00

-

-

83.65

60.0027.02 43.55

-

99.42

-

0.10

97.76

1.00
99.46
59.26 37.6540.86

98.45

9.10

全　体 0.92

50.00

3.51

0.93 1.60

74.98

4.74 -

0.92 0.93

80.00

-

-
11.68

- - - -

45.84

9.10

3.51

45.84

-
20.78

11.68 1.60 5.61

損害賠償金 -

80.00

過年度 0.92 0.92

全　体 73.26

-

社会福祉
課

特別復興資金貸
付金回収金

87.62
15.97 100.00 20.00

-

88.90

94.48 95.66
全　体

97.38

-

89.09

-

98.00

96.25

- 4.74

80.00

24.50

24.82
85.00
1.90
43.45

97.56

0.96

全　体
23.57
96.89

89.79 89.50
-

-

-

-

98.25
40.03

-

96.76

-

過年度 23.28

過年度 12.50

現年度 - - - -

-

98.01 98.49

過年度

97.53
過年度 11.37

50.00 54.15

現年度

23.67
82.85

現年度
20.93 25.54

96.98
18.41

1.33
- -

1.27

98.00

-

20.78

-

-

1.02
0.58

97.98

1.02

99.41

0.00
40.00

20.11 23.81 37.50

全　体
0.10

53.20
98.77

94.68 100.00

60.00

4.80
0.58

98.71放課後児童健全
育成事業費徴収
金

98.75 99.10
学校教育
課

過年度
100.00

人権擁護
課

1.835.82

現年度

74.75

住宅新築資金等
貸付金回収金

現年度
5.34 4.29

全　体 98.71

学校教育
課

92.50
100.00

97.27

100.00

大学奨学金貸付
金回収金

99.30

1.257.31
1.25

社会福祉
課

--現年度

3.85
2.00

R1年度
目標
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【強制徴収公債権】

徴収課

個人市民税
法人市民税
固定資産税
軽自動車税
国民健康保険税

●催告と共に、滞納処分を並行的に進めることで納税者の自発的な納税
の実現を図る。
●現年度のみの滞納者にも差押えを実施する。
●不動産公売を実施する。
●相続放棄案件には、迅速に執行停止を実施する。
●廃車手続が無い案件には、課税課への相談を促す。

社会福祉課

介護給付費・訓練等
給付費返還金

生活保護法第63条に
よる返還金、78条に
よる徴収金
（一部非強制徴収公
債権含む）

（介護給付費・訓練等給付費返還金）
●返済計画に沿った徴収を実施する。
（生活保護費返還金・徴収金）
●滞納処分検討のため資力調査を徹底し、費消済により一括納入が困難
な者について、保護費との相殺が可能な場合は原則相殺を実施する。
●保護のしおりを用いて、生活保護制度上の権利義務を説明し、収納率
向上及び収入申告漏れによる債権発生の未然防止を図る。
●財産管理能力が不十分で、支援者不在の場合は後見等開始の市長申立
てを要請する。

長寿介護課 介護保険料
●徴収職員証を持っている職員一人一人が介護保険料の滞納処分ができ
るようにする。

国保医療課
後期高齢者医療
保険料

●各種手続きでの来庁時には納付状況の確認を行い、現年度分も含めて
催告する。
●滞納繰越を減少させるため、滞納者には短期証の交付を原則とする。
●分納誓約が履行されない場合、徴収課と情報共有して、財産調査（目
標50件）、差押（目標3件）等を迅速に行い適切な債権回収を行う。
●死亡者の戸籍調査を行い、相続人への請求を行う。
●資力が無い等で徴収が不可能の事案は執行停止を行う。

保育・幼稚園課 保育所保育料

●令和5年5月1日時点の滞納者数は21名であり、全てに対して財産調査を
実施し、財産がある場合、差押を実施する。
●執行停止すべきケースを適切に判断し不納欠損に繋げ滞納繰越の減少
に努める。

下水道業務課
下水道分担金・
負担金
下水道使用料

（分担金・負担金）
●滞納者に対し財産調査を実施する。
●財産調査の結果、差押等の滞納処分を行う。
（使用料）
●財産調査を450件実施する。
●差押を60件実施する。
●執行停止処分を70件実施する。
●移管予告を500件送付する。
●12月に加え6月も徴収強化月間とし、催告書及び納付書を発送する。

６　目標達成のための取組（令和４年度決算における収入未済額が50万円以上の債権を掲載）

債権名 所管課の取組目標所管部署
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【非強制徴収公債権】

社会福祉課

生活保護法第63
条による返還
金、78条による
徴収金
（一部強制徴収公債権
含む）

●チェック体制の強化により、保護費の算定誤りによる債権発生を防止
する。
●保護のしおりを用いて、生活保護制度上の権利義務を説明し、収納率
向上を図る。
●財産管理能力が不十分で、支援者不在の場合は後見等開始の市長申立
てを要請する。

施設管理課

市営住宅等使用
料
※平成16年度以前、及
び平成28年度以降分は
私債権

●名義人への臨戸訪問の継続に加え、連帯保証人への臨戸訪問を進め
る。

子育て支援課
児童扶養手当返
納金

●新規認定時や毎年の現況届の際に、支給要件についての説明をより丁
寧に行い、受給者自身にも要件の確認を再認識してもらう。

【私債権】

災害援護資金貸
付金回収金

●任意による申告などを通して財産調査や現地調査等を行い、法的措置
を検討し、金銭的余裕がなく支払いが滞っている者に対しては、必要に
応じて時効の援用、徴収停止、債権放棄について取り組む。

学校教育課
放課後児童健全
育成事業費徴収
金

●市外転出者等連絡が取れていない方の調査を行う。
●滞納額が高額になる前に対応し納付しやすい状況にする。
●納付約束を口約束のみにせず書面で記録として残す。
●遅延損害金の徴収を行う。
●少額滞納を放置せず児童手当現況届時の納付相談対象者とし、納付相
談件数を増やす。

人権擁護課
住宅新築資金等
貸付金回収金

●債務者の確定、連帯保証人及び相続人への納付状況の連絡並びに納付
の働きかけを行う。
●戸別訪問を実施する。
●住宅新築資金等貸付助成事業費補助金の活用を図るため、長年償還困
難となっている債務者との接触に努める。
●債権放棄を実施する。

水道業務課 水道料金
●今後も適正な給水停止措置を行っていく。
●適正な不良債権の放棄措置を行っていく。

施設管理課

市営住宅等使用
料
※平成17～27年度分は
非強制徴収公債権

●名義人死亡の場合は、必要に応じて戸籍調査等を行い、相続人による
退去手続きを完了させるとともに、滞納している家賃について、相続
人、連帯保証人へ納付指導を行い、滞納整理を進める。
●名義人への臨戸訪問の継続に加え、連帯保証人への臨戸訪問を進め
る。
●R4年度は明渡訴訟手続きの準備をしていたが、完納や分割による納付
が開始されたため、実施には至らなかった。今年度も引き続き対象者を
選定し、明渡訴訟に向けた取組みを実施する。
●逃げ得を許さない。公平性の確保という強い意思をもって業務にあた
る。

社会福祉課
特別復興資金貸
付金回収金

●今後においても債務者に納付を求めていく。
●任意による申告などを通して財産調査や現地調査等を行い、法的措置
を検討し、金銭的余裕がなく支払いが滞っている者に対しては、必要に
応じて時効の援用、徴収停止、債権放棄について取り組むようにする。

所管部署 債権名

社会福祉課

所管課の取組内容

所管課の取組内容所管部署 債権名
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学校教育課
大学奨学金貸付
金回収金

●催告状の定期的な（６カ月毎）送付を実施する。
●滞納者に対して戸別訪問、電話催告、訪問徴収を行う。
●催告に反応が無い場合、連帯保証人に請求を行う。
●滞納者に対する実務を行いながら、今年度中に実効性のある滞納期間
（数か月～数年）に応じたワークフローを作成する。

施設管理課
損害賠償金
（住宅係）

●毎月の分納状況を把握し確実に履行させるため連絡を途絶えさせない
ようにする。
●催告状の送付後、債務承認の書面徴取を検討し、適切に時効管理す
る。
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